
※認定申請時に就業未定の場合

Ｕターン促進奨学金返還支援制度の事務の流れ

転入した日

県内に転入した日と就業した日が同一年度内の場合
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就業期限 転入後６か月以内

支援対象者の認定申請期限
転入後３か月以内
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支援対象者の認定申請

支援対象者の認定通知

要綱第３条第４項

要綱第３条第３項

要綱第３条第１項

４月１日現在
・県内に居住、県内で就業を継続

助成金交付申請

交付決定通知・助成金支払い

交付申請期限 知事が指定する日
※支援対象者認定通知の際に個別に連絡

○ ２年度目の手続を助成総額が支援上限額に達するまでの間
繰り返し
※ただし、最長６年間まで

要綱第10条第１項

※就業した年度が転入した年度の翌年度となる場合は、「２年度目」以降の手続
が１年度遅れることになります。

就業の報告


